
 本庁舎受変電設備検査業務委託 仕様書 
 
１ 業務の目的 

相模原市役所本庁舎本館、第１別館及び第２別館にある受変電設備について、停電時に適正な動作

をすることの確認及び設備の点検及び整備を行う。 
 

２ 一般事項 

（１）受注者はあらかじめ発注者と十分な調整を行い、日程等を決定するものとする。 

（２）受注者は、停電時に適正な動作をすることの確認及び設備の点検及び整備を行う。また、業務 

が完了したときは、業務完了の確認を受け、文書をもって発注者に報告するものとする。 

（３）作業に使用する材料等は、すべて品質良好で安全かつ環境に配慮したものを使用しなければな 

らない。 

（４）業務に要する材料及び機器類はすべて受注者の負担とする。 

（５）点検時に、受注者は各修繕の受注者と協力し作業すること。また、サーバー関連冷却用の空調機

を仮設接続して、生かすための業者も入る予定なので、作業の調整を行い点検を実施すること。 

 

３ 疑義 

この仕様書に疑義があるときは、発注者と受注者が協議してその都度解決するものとする。 

 

４ 検査実施時期 
検査実施日については、発注者が指定する日とし、原則として、本庁舎の閉庁日(土日祝日)の１日 

(午前８時～午後５時の間)で実施する。 

 

５ 業務内容 

受注者は受変電設備の機能保持のため、専門知識を有する技術員により、電気事業法に基づき業務

を遂行すること。また、業務遂行に当たっては、別途に委託されている「本庁舎設備管理業務委託」 
及び「空調設備保守業務委託」の受注者と密接に連絡を保ち、停電時に設備が適正な動作をすること 
の確認及び設備の点検・整備が事故なく行えるように努めること。 

 
６ 業務詳細 
（１） 停電時に適正な動作をすることの確認 

ア 電気主任技術者の指示のもと、動作試験に係る電気設備(発電機含む)の操作を行うこと。 
   イ 動作試験前後の準備作業及び復旧作業を行うこと。 
   ウ  発電機を含む受変電設備について次項のとおり動作試験を実施すること。 
   エ  受注者は操作及び作業することにより、事故が想定される場合は中断し、電気主任技術者へ報 

告すること。 
（２） 設備の点検・整備 

ア 各棟の受変電設備について第８項のとおり点検・整備を実施すること。 
  イ 各棟の受変電設備内部の清掃及び端子の増し締めを行うこと。 
（３） 停電に伴い仮電源用の発電機(５０ｋＶＡ程度)を設置し、発注者が指示する必要な個所に電力 
  を送ること。 

※ 仮設電源必要箇所 



・本館地下仮設電源盤(動力、電灯) 

・第１別館地下電源(電灯) ※点検時に必要な照明の電源として必要。 

（４） 結果について、報告書を作成し提出すること。 
 
７ 動作試験内容 
（１） 本線・予備線共受電から、本線停電 

 ア 本線停電で予備線へ自動切換することの確認 
イ 本線から予備線への自動切換までに要する時間測定 
ウ 本館及び第２別館発電機が起動しないことの確認 

（２） 前号の状態から、本線受電後に中央監視室から手動で本線へ切換 
ア 中央監視装置から本線切換操作により予備線から本線へ切換わることの確認  
イ 本線切換操作から本線切換までに要する時間測定 
ウ 本館及び第２別館発電機が起動しないことの確認 

（３） 本線・予備線共受電から、最初に予備線停電、次に本線停電 
ア 本館及び第２別館発電機が自動起動することを確認 
イ 本線停電から発電機自動起動までに要する時間測定 

（４） 本線・予備線共停電から、最初に本線受電、次に予備線受電 
ア 本館及び第２別館発電機が自動停止することを確認 
イ 本線受電から発電機自動停止までに要する時間測定 
※ 発注者側で照明操作の状況及び電灯盤の間引状況の確認を行う。 

 
８ 点検・整備内容 
（１） 本館 

ア 接地抵抗測定 
   高圧機器、変圧器２次一端、高圧ＰＴ・ＣＴ２次一端、フレーム・キュービクル、通信用、 

補助極 
 イ 高圧絶縁抵抗測定 
   引込ケーブル(本線・予備線)、各ＤＳ～ＶＣＢ(１箇所)、各ＶＣＢ２次～(６箇所)、ＬＢＳ～ 

コンデンサ(１箇所) 

 ウ 低圧絶縁抵抗測定 
   低圧電灯盤Ｎｏ１(１６／１８箇所)、低圧電灯盤Ｎｏ２(８／１０箇所)、低圧電灯盤Ｎｏ３ 

(９／１０箇所) 低圧動力盤Ｎｏ１(９／１２箇所)、低圧動力盤Ｎｏ２－１(８／９箇所)、低 

圧動力盤Ｎｏ２－２(３／５箇所)  

 エ 機器点検 
   『項目汚損』 損傷、発錆、変形、乾式、過熱、弛み、刃荒、構造、動作回数、油量、漏油、 
          温度計、ブリーザー、シリカゲル、ヒューズ、タンク膨張、音響、接地線、母 

線高さ、離隔距離  
   『機器』   ＶＣＢ(６箇所)、ＬＢＳ(１箇所)、変圧器(５箇所)、コンデンサ、リアクトル 
 オ 保護継電器試験 
   過電流継電器(９箇所)、低圧地絡継電器(５箇所)、不足電圧継電器(１箇所) 

 カ 活線温度測定 
   受電盤、高圧分岐盤Ｎｏ１・電灯Ｎｏ１、高圧分岐盤Ｎｏ１・電灯Ｎｏ２、高圧分岐盤Ｎｏ２・ 



電灯Ｎｏ３、高圧分岐盤Ｎｏ２・動力Ｎｏ１、高圧分岐盤Ｎｏ３・動力Ｎｏ２ 
 キ 変圧器負荷測定 
   変圧器(５台)、コンデンサ(１台) 

 

（２） 第１別館 
ア 接地抵抗測定 

   受電盤：高圧機器、変圧器２次一端、高圧ＰＴ・ＣＴ２次一端、フレーム・キュービクル他、 
補助極 

   ＣＶＣＦ室：高圧機器、変圧器２次一端、高圧ＰＴ・ＣＴ２次一端、補助極 
 イ 高圧絶縁抵抗測定 
   引込ケーブル、受電ＤＳ～ＶＣＢ、各ＶＣＢ２次～(４箇所)、ＶＣＳ～コンデンサ(６箇所)、  
   母線連絡ＶＣＢ～各１次(１箇所) 
 ウ 低圧絶縁抵抗測定 
   空調機器盤Ｎｏ１(２箇所)、空調機器盤Ｎｏ２(２箇所)、低圧電灯盤Ｎｏ１(２箇所)、低圧電 
   灯盤Ｎｏ２（６箇所）、低圧動力盤(６箇所)、電算室電灯盤(１１箇所)、電算室空調動力盤(８ 

箇所) 
 エ 機器点検 
   『項目汚損』 損傷、発錆、変形、乾式、過熱、弛み、刃荒、構造、動作回数、油量、漏油、 
          温度計、ブリーザー、シリカゲル、ヒューズ、タンク膨張、音響、母線高さ、

離隔距離、接地線 
   『機器』   変圧器(８箇所)、断路器・遮断器・開閉器、遮断器・開閉器、配電盤、計器用 

変成器(２箇所)、母線(２箇所)、ケーブル(２箇所） 
 オ 保護継電器試験 
   過電流継電器(１３箇所)、低圧地絡継電器(４／５箇所)、地絡方向継電器(１箇所)  

 カ 活線温度測定 

   受電盤、商用母線連絡盤、電算室饋電盤、ＣＶＣＦ饋電盤、ＣＶＣＦ切替盤 

 キ 変圧器負荷測定 

   変圧器(７／８台) 
 
（３） 第２別館  

ア 接地抵抗測定 
   高圧機器、変圧器２次一端、高圧ＰＴ・ＣＴ２次一端、フレーム・キュービクル、４００Ｖ機 
   器鉄箱、補助極 
イ 高圧絶縁抵抗測定 

   引込ケーブル(本線・予備線)、受電ＤＳ～受電ＶＣＢ(本線・予備線)、受電ＶＣＢ～母線、各 

   ＶＣＢ２次～(８箇所)、ＬＢＳ～変圧器(８箇所)、ＶＣＳ～コンデンサ(５箇所) 

  ウ 低圧絶縁抵抗測定 
   一般動力盤Ｎｏ１(１１／１４箇所)、一般動力盤Ｎｏ２(５／６箇所）、一般ＯＡコンセント盤 

Ｎｏ１(５箇所)、一般ＯＡコンセント盤Ｎｏ２(４箇所)、一般ＯＡコンセント盤Ｎｏ３(４箇 

所)、一般照明盤Ｎｏ１(３箇所)、別館保安照明コンセント盤(１箇所)、一般照明盤Ｎｏ２(３ 

箇所) 

エ 機器点検 



   『項目汚損』 損傷、発錆、変形、乾式、過熱、弛み、刃荒、構造、動作回数、油量、漏油、 
温度計、ブリーザー、シリカゲル、ヒューズ、タンク膨張、音響、母線高さ、 
離隔距離、接地線 

   『機器』   ＶＣＢ(１３箇所）、ＶＣＳ(５箇所)、変圧器(９箇所)、計器用変成器、高圧・ 
低圧配電盤、母線、ケーブル 

  オ 保護継電器試験 
   過電流継電器(２２箇所)、地絡方向継電器(ＵＧＳ２箇所・その他９箇所)、不足電圧継電器（３ 

   箇所）、低圧地絡継電器(６／８箇所) 

カ インターロック試験 
   内容については、発注者の指示により行うこと。 
キ 活線温度測定 

   本線受電盤、予備線受電盤、第２別館ＯＡコンセンﾄ盤、第２別館一般動力盤、第１別館、第 
   ２別館一般照明盤、ＣＶＣＦ切替盤、予備、コンデンサ主幹盤、母線連絡盤、本館(本線)、本 

館(予備線) 
ク 変圧器負荷測定 

   変圧器(５／９台)、コンデンサ(２／５台) 

 
 


